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財団法人日本容器包装リサイクル協会 

理事長  上 野   孝 

 

再商品化委託料金の協会ホームページへの掲載について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は容器包装の再商品化に関し格別なご高配にあずかり厚くお礼申しあげます。 

さて、環境と経済が両立した「人にやさしい」「地球にやさしい」循環型社会の形成に向けて関

係情報の適切な開示が求められているところでございます。特定事業者の皆様におかれましても、

独自の環境配慮等について環境情報開示に鋭意お取り組みのことと拝察いたします。 

当協会といたしましても、容器包装リサイクル法の円滑な運用と普及に資するべく、また、い

わゆる「ただ乗り事業者」の防止を図る観点からも、当協会に再商品化義務履行の委託をされか

つ委託料を完納された特定事業者の皆様について、その名称等を当協会のホームページ上におい

て公表する等、情報の開示に努めているところです。 

このたび、情報開示に関連して、別添書面のとおり関係主務省庁より公益的な見地から当協会

に対し、特定事業者の再商品化委託料金について、その適切な公表を要請されたことから、当該

公表は社会的趨勢でもあると判断し、特定事業者の皆様の再商品化委託料金の公表の場を当協会

ホームページ上に設けることといたしました。 

つきましては、公表にあたっての貴社（貴組合）の意思を確認させていただくために、同意い

ただける場合は、別添の「再商品化委託料金の協会ホームページでの掲載同意書」に貴社（貴組

合）名等を記入し、貴社（貴組合）代表者印をご押印のうえ、平成１９年１０月１日（月）まで

に、返信用封筒にて当協会宛にご返送くださいますようお願い申しあげます。同意いただいた事

業者の方に限り、その精算後の確定委託料金等を当協会ホームページ上に掲載し、公表すること

といたします（公表時期は、平成２０年１０月頃を予定）。 

なお、当協会ホームページ上に公表することにつきましては、その同意を強制するものではあ

りません。また、不同意の特定事業者がおられるかもしれないことをお含みおきのうえ、貴社（貴

組合）の任意のご判断によりご回答くださいますようお願い申しあげます。 

ご多用中誠に恐縮ですが、本件の趣旨をご賢察いただき、ご協力賜りますようお願い申しあげ

ます。 

掲載準備の都合上、早めのご案内とさせていただいておりますことをご了承ください。 

敬 具 

〒 
所在地 
 
 
特定事業者名 

 
役職  担当者名 

 
＜特定事業者コード＞4○○○○○○○○○ 



 

同封物：１）主務省庁からの要請書面（平成１９年２月２１日付） 

    ２）再商品化委託料金の協会ホームページでの掲載同意書（記名押印のうえ返送して

ください） 

    ３）返信用封筒（切手は不要です） 

 

 

（再商品化委託料金に関するホームページ掲載同意書の返送先（返信用封筒記載住所）） 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門１－１４－１ 郵政福祉琴平ビル 

財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

（本件に関するお問合せ先）財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター 

             ＴＥＬ：０３－５２５１－４８７０ 


